
平
成
二
十
年
五
月
八
日
提
出

質
問
第
三
六
一
号

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
と
自
己
負
担
額
の
本
人
通
知
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
と
自
己
負
担
額
の
本
人
通
知
に
関
す
る
質
問
主
意
書

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
と
自
己
負
担
額
の
本
人
通
知
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
い
て
、
六
十
五
歳
か
ら
七
十
四
歳
の
障
害
者
が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
入
る
こ
と
に
よ

り
、
保
険
料
と
自
己
負
担
は
今
ま
で
と
比
べ
て
ど
ち
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
高
く
な
る
の
か
に
つ
い
て
、
各
地
方
自
治
体
の
窓
口
は

障
害
者
本
人
に
伝
え
て
い
る
の
か
否
か
。

二

今
年
十
月
か
ら
被
扶
養
者
の
、
さ
ら
に
平
成
二
十
一
年
四
月
か
ら
七
十
歳
か
ら
七
十
四
歳
の
自
己
負
担
が
一
割
か
ら
二
割

に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
も
含
め
て
、
保
険
料
と
自
己
負
担
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
今
ま
で
と
比
べ
て
ど
ち
ら
が
高
い
か
、
六
十
五

歳
か
ら
七
十
四
歳
に
な
る
人
に
伝
え
て
い
る
の
か
否
か
。

三

か
か
り
つ
け
医
に
よ
る
後
期
高
齢
者
包
括
支
援
料
は
、
今
は
選
択
性
で
あ
る
が
、
今
後
、
こ
の
支
援
料
の
選
択
が
政
策
誘

導
さ
れ
た
り
、
強
制
さ
れ
る
可
能
性
は
全
く
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
可
能
性
は
あ
る
の
か
。

四

後
期
高
齢
者
終
末
期
相
談
支
援
料
に
つ
い
て
も
、
今
は
選
択
性
で
あ
る
が
、
今
後
、
こ
の
支
援
料
の
選
択
が
政
策
誘
導
さ

れ
た
り
、
強
制
さ
れ
る
可
能
性
は
全
く
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
可
能
性
は
あ
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。


